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１．適用範囲 

 この規程は、ＪＩＡ製品認証制度に関連する適用製品の試験・検査の手数料について、規定

する。 

 

 

２．手数料規程の構成 

 （１）製品認証の手数料規程の構成 

製品認証の手数料規程は、ガス調理機器、ガス温水機器、ガス衣類乾燥機、ガス

暖房機器及びガス温水熱源機にそれぞれ対応する製品認証手数料規程 (Ｂ１)～(Ｂ

５)及びその追補版とマイコンメータ、ガス警報器等及び都市ガス用自動ガス遮断装

置等にそれぞれ対応する製品認証手数料規程(Ｄ１)～(Ｄ３)及びその追補版で構成

し、これらを集成したものを製品認証手数料規程集(別添１)という。 

また、申請者に手数料規程を配布する場合にあっては、申請する製品に対応する

製品認証手数料規程及びその追補版のうちのいずれかとする。 

 

 （２）適用する手数料規程 

製品認証手数料規程集及びその追補版に対応する検査規程類は次のとおりとする。 

 

製品認証手数料規程集 発行 検 査 規 程 類 

製品認証手数料規程(Ｂ１) 2022.04 ガス調理機器検査規程 

製品認証手数料規程(Ｂ２) 2022.04 ガス温水機器検査規程 

製品認証手数料規程(Ｂ３) 2019.10 ガス衣類乾燥機検査規程 

製品認証手数料規程(Ｂ４) 2022.04 ガス暖房機器検査規程 

製品認証手数料規程(Ｂ５) 2022.04 ガス温水熱源機検査規程 

製品認証手数料規程(Ｄ１) 2019.10 
マイコンメータ検査規程 
簡易ガス用マイコンメータ検査規程 

製品認証手数料規程(Ｄ２) 2019.10 
都市ガス用ガス警報器検査規程 
都市ガス用外部警報器検査規程 

製品認証手数料規程(Ｄ３) 2019.10 
都市ガス用自動ガス遮断装置検査規程 
漏えい検知装置検査規程 
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３．手数料 

 製品認証の手数料は、形式検査（認証）手数料、フォローアップ検査手数料、項目検査手数

料及び、その他の手数料で構成し、製品認証手数料規程集（別添１）に定めるとおりとする。 

 各手数料規程の構成は、表１として形式検査（認証）手数料、表２としてフォローアップ検

査手数料、表３として項目検査手数料及びその他の手数料の表４として検査出張料金、表５と

して時間外料金、表６としてその他の料金からなる。 

 

 （１）形式検査（認証）手数料〈表１〉 

形式検査を実施するにあたって、基本的な検査項目に対する手数料であり、表１の

「品名及び種類」に定める金額（円）を適用する。 

 （２）フォローアップ検査手数料〈表２〉 

表２の「品名及び種類」に定める金額（円）を適用する。 

 （３）項目検査手数料〈表３〉 

形式検査を実施するにあたって、基本的な検査項目に追加して検査が必要な検査項

目に対する手数料であり、表３の「検査項目」に定める「追加申請」の金額（円）を

適用する。 

また、形式検査を進める中で、不適合事項が生じた場合の再検査申請時において

も、表３の中から該当する「検査項目」に定める「追加申請」の金額（円）を適用す

る。 

 （４）その他の手数料（検査出張料金〈表４〉、時間外料金〈表５〉、その他の料金〈表

６〉） 

 検査に係る出張、時間外業務、検査成績書の発行等の手数料については、表４、

表５、表６に定める項目に対応する金額（円）を適用する。 
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